
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

坂井市地域防災計画 

第３編 原子力災害対策編 
 

新旧対照表（案） 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 1 章 1 第 1 章 総則 

第１節 （中略） 

 

第 1 章 総則 

第１節 （中略） 

 

第 1 章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 計画の基礎とするべき災害の想定 

（中略） 

第１、第２ （中略） 

 

第３ 原子力災害対策重点区域の範囲 

県内における、原子力防災資機材、環境（追加）モニタリング設備及び通信連絡設備の整備、

避難対策の確立等の原子力災害対策を重点的に実施すべき区域（以下「原子力災害対策重点区

域」という。）の範囲については、 （中略） を踏まえたものとする。 

(1) （中略） 

(2) ＵＰＺ：Urgent Protective Action Planning Zone（緊急時防護措置を準備する区

域） 

（中略） 

 

◆福井県における原子力事業所及び関係市町◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

第２節 計画の基礎とするべき災害の想定 

（中略） 

第１、第２ （中略） 

 

第３ 原子力災害対策重点区域の範囲 

県内における、原子力防災資機材、環境放射線モニタリング設備及び通信連絡設備の整備、

避難対策の確立等の原子力災害対策を重点的に実施すべき区域（以下「原子力災害対策重点区

域」という。）の範囲については、 （中略） を踏まえたものとする。 

(1) （中略） 

(2) ＵＰＺ：Urgent Protective Action Planning Zone（緊急時防護措置を準備する区

域） 

（中略） 

 

◆福井県における原子力事業所及び関係市町◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 1 章 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ （中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ （中略） 

 

第 1 章 
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第３節 防災関係機関等の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

（中略） 

１～４ （中略） 

５ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 防災関係機関等の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

（中略） 

１～４ （中略） 

５ 指定公共機関及び指定地方公共機関 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 1 章 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 1 章 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ （中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ （中略） 

 

第 1 章 4 第４節 （中略） 

 

 

 

 

 

 

第４節 （中略） 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 2 章 1 第２章 原子力災害事前対策 

第１節 情報収集・連絡体制等の整備 

第１ （中略） 

 

第２ 市と関係機関相互の連携体制の確保 

（中略） 

(1) （中略） 

(2) 防護対策（変更）の決定者への連絡方法（報告内容、通信手段、通常の決定者が不在

の場合の代替者（優先順位つき）を含む。） 

(3) （中略） 

(4) 防護対策（変更）に関係する社会的状況把握のための情報収集先 

 

第３ （中略） 

 

第４ 市民等への的確な情報伝達体制の整備 

(1) 市は、市民等に対して必要な情報が確実に伝達され、かつ共有されるように、防災行

政無線、広報車、防災情報メール（変更）、緊急速報メール、インターネット等を用いた市

民への伝達体制を整備するとともに、放送事業者、通信社、新聞社、公共情報コモンズ等

多様なメディアの活用体制の整備に努める。 

(2)、(3) （中略） 

 

第２章 原子力災害事前対策 

第１節 情報収集・連絡体制等の整備 

第１ （中略） 

 

第２ 市と関係機関相互の連携体制の確保 

（中略） 

(1) （中略） 

(2) 防護措置の決定者への連絡方法（報告内容、通信手段、通常の決定者が不在の場合の

代替者（優先順位つき）を含む。） 

(3) （中略） 

(4) 防護措置に関係する社会的状況把握のための情報収集先 

 

第３ （中略） 

 

第４ 市民等への的確な情報伝達体制の整備 

(1) 市は、市民等に対して必要な情報が確実に伝達され、かつ共有されるように、防災行

政無線、広報車、防災行政メール、音声一斉配信サービス、防災アプリ、緊急速報メール、

インターネット等を用いた市民への伝達体制を整備するとともに、放送事業者、通信社、

新聞社、公共情報コモンズ等多様なメディアの活用体制の整備に努める。 

(2)、(3) （中略） 

 

第 2 章 2 第２節 （中略） 

 

第２節 （中略） 

 

第 2 章 3 第３節 避難収容活動体制の整備 

第１ （中略） 

１～３ （中略） 

４ 避難所における設備等の整備 

市は、避難所において、貯水槽、井戸、（追加）仮設トイレ、（追加）マット、簡易ベッド、

（追加）非常用電源、（追加）衛星携帯電話（追加）等の通信機器等のほか、空調、洋式ト

イレ、間仕切りなど、要配慮者にも配慮した避難の実施に必要な施設及び設備の整備に努め

るとともに、被災者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ、掲示板等の機器（追加）

の整備を図る（変更）。 

 

 

 

５ （中略） 

 

第２、第３ （中略） 

 

 

第３節 避難収容活動体制の整備 

第１ （中略） 

１～３ （中略） 

４ 避難所における設備等の整備 

市は、避難所において、貯水槽、井戸、給水タンク、仮設トイレ、マンホールトイレ、携

帯トイレ、簡易トイレ、マット、簡易ベッド、段ボールベッド、パーティション非常用電源、

ガス設備、衛星携帯電話・衛星通信を活用したインターネット機器等の通信機器等のほか、

空調、洋式トイレ、間仕切りなど、要配慮者にも配慮した避難の実施に必要な施設及び設備

の整備に努めるとともに、被災者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ、掲示板等

の機器や、感染症対策に必要な物資等の整備を図り、家庭動物の飼養に関する資材について

も整備に努める。パーティションや段ボールベッド、簡易ベッド等については、避難所開設

当初から設置するよう努めるものとする。 

５ （中略） 

 

第２、第３ （中略） 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 2 章 4 第４節 （中略） 

 

第４節 （中略） 

 

第 2 章 5 第５節 核燃料物質等の運搬中の事故への対応 

第１ 嶺北消防本部（変更） 

嶺北消防本部（変更）は、事故の通報を受けた場合、直ちにその旨を県危機対策・防災課（変

更）に報告するとともに、事故の状況の把握に努め、事故の状況に応じて、消防職員の安全確

保を図りながら、原子力事業者等に協力して、消火、人命救助、救急等必要な措置を実施する。 

 

第２～第４ （中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 核燃料物質等の運搬中の事故への対応 

第１ 嶺北消防組合 

嶺北消防組合は、事故の通報を受けた場合、直ちにその旨を県危機管理課に報告するととも

に、事故の状況の把握に努め、事故の状況に応じて、消防職員の安全確保を図りながら、原子

力事業者等に協力して、消火、人命救助、救急等必要な措置を実施する。 

 

第２～第４ （中略） 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 3 章 
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第３章 緊急事態応急対策 

第１節 緊急時の通報連絡 

第１ 警戒事態（第 1 段階）発生時 

１ 通報連絡 

(1) 国が行う通報連絡 

国（原子力規制委員会（追加））は、警戒事態の発生を確認するとともに、原子力規制委

員会・内閣府原子力事故合同警戒本部から関係省庁、県、関係市町に対し連絡を行う。 

 

（中略） 

(2) （中略） 

(3) 緊急時における通報連絡系統 

（中略） 

◆緊急時の通報連絡系統◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害状況の報告及び連絡 

(1) （中略） 

(2) 市が行う連絡等 

市は、嶺北消防本部（変更）、坂井・坂井西警察署、関係機関及び必要に応じ、指定地方

公共機関との間において、県から通報・連絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況

等を随時連絡するなど、連絡を密にする。 

(3) 災害状況の報告及び連絡系統 

（中略） 

 

 

 

 

 

第３章 緊急事態応急対策 

第１節 緊急時の通報連絡 

第１ 警戒事態（第 1 段階）発生時 

１ 通報連絡 

(1) 国が行う通報連絡 

国（原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部）は、警戒事態の発生を確認す

るとともに、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部から関係省庁、県、関係

市町に対し連絡を行う。 

（中略） 

(2) （中略） 

(3) 緊急時における通報連絡系統 

（中略） 

◆緊急時の通報連絡系統◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害状況の報告及び連絡 

(1) （中略） 

(2) 市が行う連絡等 

市は、嶺北消防組合、坂井・坂井西警察署、関係機関及び必要に応じ、指定地方公共機

関との間において、県から通報・連絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を随

時連絡するなど、連絡を密にする。 

(3) 災害状況の報告及び連絡系統 

（中略） 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 3 章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆災害状況の報告及び連絡系統図◆ 

① 県の原子力災害警戒本部設置前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 県の原子力災害警戒本部設置後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆災害状況の報告及び連絡系統図◆ 

① 県の原子力災害警戒本部設置前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 県の原子力災害警戒本部設置後 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 3 章 
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第２ 施設敷地緊急事態（第 2 段階）発生時 

１ 通報連絡 

(1) 国（原子力規制委員会（追加））が行う通報連絡 

原子力防災管理者から通報を受けた国（原子力規制委員会（追加））は、通報を受けた事

象について、発生を確認したこと及び事象の概要、事象の今後の進展の見通し等の事故情

報を、官邸（内閣官房）、内閣府、県、関係市町、関係府県、県警察本部及び公衆に連絡す

る。 

（中略） 

(2) （中略） 

(3) 施設敷地緊急事態発生時における通報連絡系統 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 施設敷地緊急事態（第 2 段階）発生時 

１ 通報連絡 

(1) 国（原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部）が行う通報連絡 

原子力防災管理者から通報を受けた国（原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策

本部）は、通報を受けた事象について、発生を確認したこと及び事象の概要、事象の今後

の進展の見通し等の事故情報を、官邸（内閣官房）、内閣府、県、関係市町、関係府県、県

警察本部及び公衆に連絡する。 

（中略） 

(2) （中略） 

(3) 施設敷地緊急事態発生時における通報連絡系統 

（中略） 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 3 章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆施設敷地緊急事態発生時の通報連絡系統◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆施設敷地緊急事態発生時の通報連絡系統◆ 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 3 章 1 ２ 災害状況の報告及び連絡 

(1) （中略） 

(2) 市が行う連絡等 

① 市は、嶺北消防本部（変更）、坂井・坂井西警察署、関係機関及び必要に応じ、指定

地方公共機関との間において、県から通報・連絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動の

状況等を随時連絡するなど、連絡を密にする 

② （中略） 

 

第３ 全面緊急事態（第 3 段階）発生時及び原子力緊急事態宣言発出後 

１ 国（追加）が行う通報連絡 

国（原子力規制委員会（追加））は、全面緊急事態（第 3 段階）又は原子力緊急事態が発

生したと判断したときは、直ちに指定行政機関、関係省庁及び関係地方公共団体に連絡を行

う。 

２ （中略） 

３ 市が行う対応 

(1) 市は、嶺北消防本部（変更）、坂井・坂井西警察署、関係機関及び必要に応じ、指定地

方公共機関との間において、県から通報・連絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況

等を随時連絡するなど、連絡を密にする 

(2) （中略） 

 

第４ （中略） 

 

２ 災害状況の報告及び連絡 

(1) （中略） 

(2) 市が行う連絡等 

① 市は、嶺北消防組合、坂井・坂井西警察署、関係機関及び必要に応じ、指定地方公共

機関との間において、県から通報・連絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を

随時連絡するなど、連絡を密にする 

② （中略） 

 

第３ 全面緊急事態（第 3 段階）発生時及び原子力緊急事態宣言発出後 

１ 国（原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部）が行う通報連絡 

国（原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部）は、全面緊急事態（第 3段階）

又は原子力緊急事態が発生したと判断したときは、直ちに指定行政機関、関係省庁及び関係

地方公共団体に連絡を行う。 

２ （中略） 

３ 市が行う対応 

(1) 市は、嶺北消防組合、坂井・坂井西警察署、関係機関及び必要に応じ、指定地方公共

機関との間において、県から通報・連絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を随

時連絡するなど、連絡を密にする 

(2) （中略） 

 

第４ （中略） 

 

第 3 章 2 第２節 （中略） 

 

第２節 （中略） 

 

第 3 章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 市民等への的確な情報伝達活動 

第１ 市民等への情報伝達活動 

（中略） 

１ 広報体制（変更） 

市は、市民等への情報提供に当たっては、国及び県と連携し、情報の一元化を図るととも

に、情報の発信元を明確にし、あらかじめわかりやすい例文を準備する。 

また、利用可能な様々な情報伝達手段を活用し、繰り返し広報するよう努める。 

さらに、情報の空白時間がないよう、定期的な情報提供に努める。 

（追加） 

 

 

２ 広報事項 

(1)～(3) （中略） 

(4) 防護対策（変更）区域を決定した指示があった場合 

（中略） 

 

第３節 市民等への的確な情報伝達活動 

第１ 市民等への情報伝達活動 

（中略） 

１ 広報の留意事項 

市は、市民等への情報提供に当たっては、国及び県と連携し、情報の一元化を図るととも

に、情報の発信元を明確にし、あらかじめわかりやすい例文を準備する。 

また、利用可能な様々な情報伝達手段を活用し、繰り返し広報するよう努める。 

さらに、情報の空白時間がないよう、定期的な情報提供に努める。 

市は、防災ネット（Ｌアラート（災害情報共有システム）を含む）を活用し、避難者等の

安否情報、災害情報等を迅速に収集するとともに、市民、防災関係機関等に対して的確な情

報を提供するものとする。 

２ 広報事項 

(1)～(3) （中略） 

(4) 防護措置区域を決定した指示があった場合 

（中略） 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 3 章 3 ① 決定した防護対策（変更）の内容 

② 防護対策（変更）区域の範囲及び具体的な設定地域の内容 

③ 防護対策（変更）区域及びその周辺の交通規制の内容 

④ （中略） 

なお、防護対策（変更）区域を決定した指示があった場合以後については、避難所等施

設内に対しても同様の事項を広報する。 

 

第２ 要配慮者及び外国人への広報 

災害時に迅速かつ的確な行動がとりにくい要配慮者及び外国人等に対する広報については、

各種ボランティア団体等との連携を図り、文字情報の点字化、多言語化、手話通訳によるテレ

ビ放送等を可能な限り実施する。（変更） 

 

① 決定した防護措置の内容 

② 防護措置区域の範囲及び具体的な設定地域の内容 

③ 防護措置区域及びその周辺の交通規制の内容 

④ （中略） 

なお、防護措置区域を決定した指示があった場合以後については、避難所等施設内に対

しても同様の事項を広報する。 

 

第２ 要配慮者及び外国人への広報 

市は、県及び関係市町と連携し、テレビ放送における手話通訳、外国語放送、文字放送及び

多言語に対応したソーシャルメディアによる発信、並びに避難施設での文字媒体、手話通訳者

を活用するなど、要配慮者に対する情報伝達及び広報について十分配慮するものとする。 

 

第 3 章 4 第４節 屋内退避等の防護措置 

第１ 避難等の基準 

１、２ （中略） 

３ 指定避難所等の開設（削除） 

市は、緊急時に必要に応じ指定避難所、スクリーニング等の場所を開設し、住民等に対し

周知徹底を図るものとする。また、必要に応じ、あらかじめ指定した施設以外の施設につい

ても、災害に対する安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難所等として開設するものと

する。さらに、要配慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、旅館・ホテル等

を避難所として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努めるものとする。 

（追加） 

 

（追加） 

 

 

 

第２～第４ （中略） 

 

第５ 応援協力活動 

１ 救急救助及び消火活動 

嶺北消防本部（変更）は、福井県広域消防相互応援協定に基づき、応援を要請された場合、

応援隊を派遣し、福井県広域消防相互応援協定に基づく業務を実施する。 

２ 応援に係る留意事項 

(1) （中略） 

(2) 応援隊は、協定等で特別な定めのない場合、原則として、身体に放射性物質又は放射

線の影響のない地域の活動のみとし、市及び嶺北消防本部（変更）は、応援隊の派遣に際

し、その内容について、県、関係市町等と十分協議する。 

(3) （中略） 

３、４ （中略） 

第４節 屋内退避等の防護措置 

第１ 避難等の基準 

１、２ （中略） 

３ 指定避難所等の開設 

市は、緊急時に必要に応じ指定避難所、スクリーニング等の場所を開設し、住民等に対し

周知徹底を図るものとする。また、必要に応じ、あらかじめ指定した施設以外の施設につい

ても、災害に対する安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難所等として開設するものと

する。さらに、要配慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、旅館・ホテル等

を避難所として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努めるものとする。 

市は、防災ネットを活用し、避難者受付及び避難人数把握、ニーズ集約など、効率的な避

難所運営に努める。 

また、市は、必要に応じ、被災者支援等の観点から避難所における家庭動物のための避難

スペースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられ

るよう、連携に努めるものとする。 

 

第２～第４ （中略） 

 

第５ 応援協力活動 

１ 救急救助及び消火活動 

嶺北消防組合は、福井県広域消防相互応援協定に基づき、応援を要請された場合、応援隊

を派遣し、福井県広域消防相互応援協定に基づく業務を実施する。 

２ 応援に係る留意事項 

(1) （中略） 

(2) 応援隊は、協定等で特別な定めのない場合、原則として、身体に放射性物質又は放射

線の影響のない地域の活動のみとし、市及び嶺北消防組合は、応援隊の派遣に際し、その

内容について、県、関係市町等と十分協議する。 

(3) （中略） 

３、４ （中略） 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 4 章 1～ 

4 

第４章 原子力災害中長期対策 

第１節～第４節 （中略） 

 

 

 

第４章 原子力災害中長期対策 

第１節～第４節 （中略） 

 

 

 

  【 その他、全体を通じた部署名、用語等の更新 】 

 

・部署名 

1. 安全対策課（変更） 

2. まちづくり推進課（変更） 

3. 課税課、納税課（変更） 

4. 福祉総務課（変更） 

5. 嶺北消防本部（変更） 

6.（追加） 

7.（追加） 

 

【 その他、全体を通じた部署名、用語等の更新 】 

 

・部署名 

1. 危機管理対策課 

2. 市民協働課 

3. 税務課 

4. 福祉総合相談課 

5. 嶺北消防組合 

6. 移住定住推進課 

7. 結婚応援課 

 

 


